
北海道運輸局公示第４７号

（令和５年９月２９日最終改正）

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の

判断結果について

平成２６年１月２７日付け北海道運輸局公示第８１号「準特定地域における

一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置等

の実施について」に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の判断結

果を下記のとおり公示する。

なお、需給状況の判断結果の算定基礎数値は、別紙のとおりである。

平成２７年１月２７日

北海道運輸局長 渡 邊 良

記

令和５年度における需給状況の判断結果

都道府県 営業区域名 必 要 車 両 数 令和４年度末 増加可能車両数

（交通圏） （両） 車両数 （両） （両）

北海道 札幌交通圏 ２，８６１ ４，５０４ ▲１，６４３

小樽市 １７２ ３２５ ▲１５３

函館交通圏 ５４１ ６９９ ▲１５８

帯広交通圏 ２３７ ３９０ ▲１５３

釧路交通圏 ２２２ ３５０ ▲１２８

北見交通圏 １００ １６６ ▲ ６６

旭川交通圏 ３９８ ６４５ ▲２４７



※上記「令和４年度末車両数」は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車

運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（以下「タクシー特措法」という。）第

２条第９項に定める事業用自動車（一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシ

ーに限る。以下「個人タクシー」という。）を除き、平成２３年５月３０日付け北海道運

輸局公示第７号「準特定地域における期間限定減車の取扱いについて」２(３)②に該当す

る車両を含む。）の数である。

※その他ハイヤー（道路運送法施行規則第４条第８項第３号の規定に基づき国土交通大臣

が定める区分を定める告示（平成２６年国土交通省告示第５９号）第２号に規定するハイ

ヤーをいう。以下同じ。）がある営業区域にあっては、算定した一般タクシー（タクシー

特措法第２条第９項に定める事業用自動車からその他ハイヤー及び個人タクシーを除いた

もの。以下同じ。）の必要車両数と平成２６年１月２７日現在の一般タクシーの基準車両

数の乖離率を用いてその他ハイヤーの必要車両数を算定し、これを一般タクシーの必要車

両数に加えて算定したものである。

附 則

本公示は、平成２６年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送

事業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業

区域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除

に係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（平成２７年８月１９日付け北海道運輸局公示第２１号）

本公示は、平成２７年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送

事業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業

区域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除

に係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（平成２８年８月２２日付け北海道運輸局公示第３２号）

本公示は、平成２８年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送

事業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業

区域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除



に係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（平成２９年８月１日付け北海道運輸局公示第２１号）

本公示は、平成２９年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送

事業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業

区域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除

に係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（平成２９年１０月２日付け北海道運輸局公示第４１号）

本公示は、平成２９年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送

事業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業

区域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除

に係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（平成３０年８月２４日付け北海道運輸局公示第３２号）

本公示は、平成３０年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送

事業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業

区域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除

に係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（令和元年８月２７日付け北海道運輸局公示第４２号）

本公示は、令和元年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送事

業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業区

域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除に

係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（令和元年１０月１日付け北海道運輸局公示第５４号）

本公示は、令和元年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送事

業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業区

域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除に

係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。



附 則（令和２年４月１日付け北海道運輸局公示第２号）

本公示は、令和元年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送事

業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業区

域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除に

係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（令和２年８月２８日付け北海道運輸局公示第２７号）

本公示は、令和２年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送事

業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業区

域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除に

係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（令和３年８月２７日付け北海道運輸局公示第２３号）

本公示は、令和３年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送事

業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業区

域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除に

係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（令和３年１０月１日付け北海道運輸局公示第３１号）

本公示は、令和３年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送事

業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業区

域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除に

係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（令和４年８月３０日付け北海道運輸局公示第３０号）

本公示は、令和４年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送事

業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業区

域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除に

係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。



附 則（令和５年８月３１日付け北海道運輸局公示第４４号）

本公示は、令和５年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送事

業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業区

域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除に

係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。

附 則（令和５年９月２９日付け北海道運輸局公示第５５号）

本公示は、令和５年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動車運送事

業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の承認申請、営業区

域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画変更認可申請、休車の解除に

係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新規許可申請について適用する。



（１）札幌交通圏

（２）小樽市

（３）函館交通圏
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（４）帯広交通圏

（５）釧路交通圏

（６）北見交通圏

（７）旭川交通圏

0.85
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※「直近５年間分の対前年度比率の平均値」、「実車率」、「実働率」及び「乖離率」の数値は、小数点第３位で四捨
五入して記載しているため、必ずしも計算結果は一致しないことがある。
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